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消費税率引き上げに伴う施設利用料等の改定について（お知らせ） 

 

 平素より国立競技場代々木競技場フットサルコートをご利用いただき、誠にありがとう

ございます。 

 平成２６年４月１日からの消費税率引き上げに伴い、以下のとおり、施設利用料を改定

する予定です。 

 

 

（１）改定予定日 

 平成２６年４月１日 

 

（２）改定の考え方 

 消費税の主旨に照らして、消費税率引上げ分を施設利用料に転嫁することを基本に

改定率が 108/105 となる改定を行います。 

なお、改定後の利用料の詳細については、現在調整中です。決まり次第ご案内いた

します。 

 

 

施設利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますよ

うお願いいたします。 

 


